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はじめに 

 

本計画策定にあたりワークショップを開催し、 

市民のみなさまの公共交通に感じている課題や、想いを計画に反映しました。 

 

ワークショップでは、はじめに「もし、南城市に公共交通がなかったら？」というテーマ

で意見をあげていただき、公共交通がない状況を踏まえて、公共交通の役割、公共交通

の課題、課題解消のための取組の順で検討を進めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワークショップでは、取組推進にあたっての市民や企業の関わりについても意見交換

が行われました。 

 

 

 

 

 

本計画では、市民、企業、交通事業者、南城市の役割分担のもと、地域が連携して公

共交通の維持、そのための利用促進や利便促進を図るために、作成しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

南城市の役割 

 

・施策の立案 

・市民、企業、交通事業者

の連携推進 

 

 

交通事業者の役割 

 

・公共交通の運行 

・公共交通の利便性向上 

・公共交通の魅力、信頼づ

くり 

 

企業の役割 

 

・公共交通の積極的な利

活用 

・公共交通に関する施策へ

の参画 

 

市民の役割 

 

・公共交通への関心・理解

を深め利用 

・公のニーズの発信 

・公共交通に関する取組へ

の参画 

もし公共交通がなければ 

・高齢者が外出できない 

・高校生が住めなくなる 

・観光客の選択肢でなくなる など 

公共交通の役割 

・通院・通学・買物など生活の足を支える 

・人口流出の防止 

・地域の活性化 など 

便数を増やすために利用者を増やしていくための取組の方向性 

・利用のハードルを下げ、まず「乗ってもらう」仕組みづくり 

・バスを「使いやすく・分かりやすく」する環境整備 

・便数・接続の最適化による「使いやすさ」の向上、通勤・通学時の便数と定時性の確保 

・運行を支える人材・地域連携の強化 など 

市民の関わり 

・自治会で施策の周知、バス停位置の検討 

・車内マナーを守り、安全意識を高める 

・維持のために利用機会の増加 など 

企業の関わり 

・バスのラッピングなど広報による支援 

・待合場所、トイレの提供 

・短時間勤務の運転手の提供 など 
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第1章 計画の概要 

1 計画策定の背景と目的 

我が国において持続可能な公共交通体系を民間、地域、行政が一体となり構築していく

ための法律である「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」（以下「地域交通法」とい

う）の改正（令和２年１１月）により、地方公共団体が中心となって、交通事業者や住民などの

地域の関係者と協議しながら、「地域公共交通計画」を作成することが求められています。

本計画は、この趣旨を踏まえ、本市における地域公共交通の現状と課題を整理し、今後5年

間の取組を示すものです。 

本市では、2017（平成 29）年 3月に「南城市地域公共交通網形成計画」（以下「網計画」

という）を策定し、2017（平成 29）年度から 2026（令和 8）年度までを計画期間として公

共交通施策を推進してきました。その後、2020（令和 2）年および 2023（令和 5）年に地

域交通法の法改正、2024（令和 6）年 4月には「地域公共交通計画の実質化に向けた検討

会 中間報告」、さらには、2025（令和 7）年 3 月には地域公共交通計画のアップデートガ

イダンスが示されました。さらには、2024 年 7 月に「交通空白」解消本部が設立され、

2025（令和 7）年度から 2027（令和 9）年度の 3 箇年を「交通空白解消・集中対策期間」

と定め、自治体や交通事業者に伴走支援等が実施されるなど国の新たな政策が展開されて

います。沖縄県においては、2024（令和 6）年に沖縄県地域公共交通計画が策定され、本

計画の上位計画として同計画と整合を図る必要があります。 

また、本市の交通に関する状況をみると、2019（令和１）年10月の公共交通再編により

網計画に示された施策が概ね実施されたことや、計画当初に供用を想定していた高規格道

路である南部東道路の整備が大幅に遅れていることから、現状や新たな制度・政策を反映

させる必要が生じ、計画期間を 1年前倒しして見直しを行うこととしました。 

本計画は、本市にとって望ましい地域公共交通サービスの姿を明らかにするマスタープ

ランとして、市民の暮らしや地域活動を支える持続可能な公共交通体系の構築を目指し、本

市における公共交通施策の基本的な方向性を示すことを目的としています。 
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2 計画の位置づけ 

本計画は、「第 2 次南城市総合計画」を上位計画として位置付けており、当該計画に定め

る基本的な考え方等に基づいて策定しています。 

また、市の他分野における各種計画を関連計画として位置付け、他の分野における取組

との連携を行いながら、相互に補完し合って、本市の将来都市像の実現に向けた取組を進

めるものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1.本計画の位置づけ 

  

【交通関連計画】 

第 2次南城市総合計画（2023(令和 5)年度改訂） 

第 2次南城ちゃーGANJU CITY 創生戦略 

（2021(令和 3)年度改訂） 

【関連計画】 

・第 2次観光振興計画 

・南城市観光交通実施

計画 等 

南城市都市計画マスタープラン（2024(令和 6)年度改訂） 

南城市地域公共交通計画※  
計画期間：5年 
2026(令和8)年度～2030（令和12）年度 

 
※地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に

基づく計画  

南城市地域公共交通網形成計画※ 
 2017(平成 29)年策定 

（改定：2023(令和 5)年度） 

計画期間：10年間 

 2017（平成 29）～2026（令和 8）年度 

・交通基本政策法 

・地域交通法 等 

【国】 

・沖縄県総合交通体系基本

計画 

・沖縄県地域公共交通計画 

              等 

【沖縄県】 

 南城市地域公共交通再編実施計画 
 2020（令和 1）年度策定 

計画期間：８年間 

 2020（令和 1）～2026（令和 8）年度 

・立地適正化計画（策

定中） 
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3 持続可能な開発目標（SDGS）の達成に向けた施策の推進 

2015（平成 27）年９月に国連で、「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための

2030アジェンダ」が採択され、17のゴール（目標）と 169のターゲットからなる「SDGs 

（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）」が掲げられました。 

本計画では、開発目標達成に資する交通分野における取組を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 計画の対象区域 

本計画は、南城市全域を対象とします。 

なお、計画推進にあたっては、国・県及び必要に応じて隣接する市町村と調整します。 

 

5 計画の対象期間 

本計画の対象期間は、2026（令和 8）年度から 2030（令和 12）年度の 5 年間としま

す。 

すべての人に健康と福祉を 

⇒気軽に利用できる交通サービスを提供することで外出を促し、市民の

健康や福祉の増進を図ります。 

住み続けられるまちづくりを 

⇒市民や来訪者のニーズに合った利便性の高い交通環境を整備すること

で住んで、働いて、観光する場としての魅力を高めます。 

気候変動に具体的な対策を 

⇒公共交通の利用を促進することで、地球温暖化排出ガスの削減抑制を

図ります。 
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第2章 地域と公共交通の現状 

1 地域の現状 

本市の人口や施設分布等の概要は、以下のとおりです。 

表 2-1.地域の現状の概要 

項目 内容 

人口 ●令和 7年 10月末の人口は、約 47,000人で、市全体としては増加

傾向です。一方で地域差があり、大里地域の一部地区では、過去 5年間

で 40%以上増加した地区があるのに対し、玉城地域・知念地域では

20%以上減少した地区もみられます。那覇市に近いエリアで増加、離れ

たエリアで減少する傾向がみられます。 

●令和 2年度国勢調査における高齢化率は 25.9%ですが、高齢化は

徐々に進み、令和 12年度には 28.6%に達すると推計されています。 

施設立地 ●公共施設は、市の各地域に分散して立地しています。 

●商業施設、医療施設は佐敷地域、大里地域に多く集まっています。 

●観光資源は、世界遺産の斎場御嶽や、おきなわワールドなどを中心に、

市の南側に多く分布しています。 

プロジェク

ト等 

●つきしろ IC周辺で土地区画整理事業が進められており、農畜水産物

のマーケットや、宿泊施設等を備えた「NOLL（ノウル）南城」や商業施

設、住宅等の整備が計画されています。 

●中核地である市役所周辺では、魅力あるまちづくりに繋げるための土

地利用が検討されています。 

●市役所に隣接する敷地で、図書機能やサークル活動、子どもの遊び場

等を備えた複合施設の整備が進められています。 

●那覇空港自動車道に接続し、本市と那覇市や那覇空港、中北部を連絡

する地域高規格道路「南部東道路」の整備が進められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1.南城市の人口推移と将来推計人口 

出典：【実績値】国勢調査（R2） ※H2～H17 は、佐敷町、知念村、玉城村、大里村の合計 
【推計値】社会保障・人口問題研究所 ※R5 推計（R2 国勢調査を基に推計）  
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2 公共交通の現状 

本市の交通網や公共交通の利用状況の概要は、以下のとおりです。 

表 2-2.公共交通の現状の概要 

項目 内容 

公共交通 

ネットワーク 

●南城市の公共交通ネットワークは、路線バス、Nバス、おでかけな

んじぃ、タクシー、航路で構成されています。本計画における「幹

線バス」は路線バス、「支線バス（市内線バス）」はNバス、「デマン

ド交通」はおでかけなんじぃをさします。 

●南城市役所を中心に、路線バス、Nバスのネットワークが形成さ

れています。 

●市外への移動は路線バスが、市内の移動は主にNバスが担い、

路線バス、Nバスで対応できない地域や時間帯をおでかけなん

じぃや、より利便性が高いタクシーが補完しています。 

●安座真港と徳仁港を結ぶ航路は、久高島を連絡する唯一の公共

交通です。 

公共交通の 

利用状況 

●コロナ禍で、一時的に公共交通の利用者数は減少しましたが、N

バス、おでかけなんじぃを合わせた市内を移動する公共交通利用

者数は、増加しています。 

●市内における路線バス、Ｎバスの利用は高校生が多く、おでかけ

なんじぃは主に 75歳以上の高齢者が利用しています。 

財政負担 ●人件費、燃料費の上昇により、Nバス、おでかけなんじぃの運営

費用、財政負担は増加しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2.本市の公共交通ネットワーク 
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人口分布とバス網との関係をみると、人口が多いエリアでは、概ね路線バス又は N バスが

運行され、バス停が設置されています。一方で、佐敷地域の新開地区や大里地域の嶺井地区な

ど、250mメッシュ当たり300人以上(1,200人/km2以上)のエリアの一部では、バス停か

らやや離れた場所もみられます。これらのエリアは、デマンド交通『おでかけなんじぃ』により補

完されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3.人口分布と路線バス・N バスの路線網との関係 

 

路線バス・Nバスのバス停から 300m圏域と施設立地との関係をみると、施設が集積する

佐敷地域・大里地域では、施設の多くがバス停 300m 圏内に含まれており、路線バス・N バス

によるアクセスが確保されています。また、知念地域・玉城地域の中心部に立地する施設につ

いても、多くがバス停 300m圏内に収まっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-4.施設立地と路線バス・N バスのバス停利用圏域(300m 圏内）との関係  

新開地区 

嶺井地区 

平川地区 

船越地区 
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市民アンケートより推計した市内の地域間の移動者数と、当該地域間を結ぶ路線バス・N バ

スの便数との関係を整理しました。 

その結果、大里中地区内や、大里北地区内、大里西地区から大里中地区への移動は、移動者

数に対して、相対的に便数が少ないことが分かります。 

一方、佐敷北地区から佐敷南地区、佐敷南地区から佐敷北地区の移動は、移動者数に対し

て、相対的に便数が多くなっており、移動ニーズと運行サービスに乖離がみられます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-5.市内の地域間の移動者数と路線バス・N バスの便数との関係 

 

同様に、市民アンケートより推計した市内の各地域と周辺市町村間の移動者数と路線バス

の便数との関係を整理しました。 

その結果、大里中地区から南風原町・那覇市・八重瀬町への移動は、移動者数に対して相対

的に便数が少ないことがわかります。 

一方、佐敷南地区から那覇市・南風原町、玉城東地区から八重瀬町などへの移動は相対的

に便数が多くなっています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-6.市内の地域と周辺市町村間の移動者数と路線バスの便数との関係 
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第3章 地域交通の課題 

1 網計画の評価と今後の課題 

網計画の課題に対する取組状況と現状を踏まえ、今後の課題を整理しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南城市地域公共交通網形成計画の課題に関する取組と現状 

課題①市民のニーズに対応した市外への路線バス網の形成 

➢ 再編により南城市役所を中心にしたネットワークに見直し、市外各方面への路線バスと

市内各地域へのNバスを 1か所で結節 

➢ 市外では便数が移動ニーズに対して、相対的に少ない区間がある。 

⇒減便がつづく厳しい状況下ではあるが、引き続き市民の移動ニーズに対応したバス路線

網の改善が必要 
 

課題②これからの人の流れの変化に対応した路線バス網の形成 

➢ 南部東道路が未供用であり、今後、複合施設やつきしろ地区の開発が進むことから、対

応が必要。 

➢ 路線バスの減便もあり、観光客の流動が多い知念地域への直通でのアクセスが不便 

⇒今後の開発、道路整備を見据えた対応が必要 
 

課題③交通弱者の活動を支える移動手段の確保 

➢ 主に高齢者に利用されているおでかけなんじぃを継続的に運行、75歳以上には、割引

運賃を適用 

➢ Nバスでは、高齢者の運賃実質無償化の実証実験を実施 

⇒今後はさらに高齢化が進むことから、取組の継続が必要 
 

課題④公共交通の利用を促す環境づくり 

➢ サイネージの設置や、SNSの開設など情報発信を充実 

➢ イベント時の公共交通利用促進や、小学校での交通環境学習、公共交通便りの発行な

どの利用促進策を実施 

⇒Nバスの利用者数は増加しているものの、日中、休日利用の促進や、路線バス、おでかけ

なんじぃの利用促進に向けた環境整備が引き続き必要 

⇒利用状況等を把握・分析し、移動ニーズを含め、データに基づいたルート・ダイヤの見直し

が必要 

課題⑤来訪者の増加や市内の回遊を促す移動環境づくり 

➢ Nバスを運行することで市内を回遊できる交通体系とはなっているが、観光地間の連

絡が不十分 

⇒観光客の移動ニーズに応じた交通サービスの提供が必要 

網計画の評価と今度の課題 

・施策は、2019（令和 1）年の公共交通再編により、路線バスを南城市役所へ集約し、Nバス

を導入するなど概ね実施している。5つの課題に対する取組も実施している。 

・目標値は、施策実施に関する指標は概ね達成しているが、取組は実施したものの、満足度な

ど利用者の評価に関する指標は未達成の指標がある。 

・5つの課題については引き続き、対応が必要である。特に、今後の開発を見据えた課題②

や、これまでの取り組みが不十分であった課題⑤については、重点的に対応することが求

められる。 



                                                             第 3 章 地域交通の課題 

9 

 

2 各種調査結果から把握された問題・課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

移動ニーズ 

・通勤通学、買物先は半数が市内であるが、通院先は 7割が市外。[市民] 

・市外の通勤先は那覇市、南風原町、西原町、与那原町、豊見城市の順に多い。[国調] 

・市民の流動は、市内は佐敷地域内、大里地域内、市外は佐敷地域⇔与那原町、大里地域⇔八

重瀬町の流動が多い。[人流] 

・県内からの流動は、つきしろ地域と市外各方面からの流動が多い。その他では与那原町か

ら佐敷地域、八重瀬町から大里地域への流動が多い。[人流] 

・県外からの流動は、那覇市や糸満市から斎場御嶽がある知念地域、おきなわワールドがあ

る玉城地域への流動が多い。[人流] 

公共交通の現状 

・市役所を中心に路線バス、Nバス、おでかけなんじぃ、タクシー、航路で公

共交通ネットワークを構成。 

・市外への移動を主に路線バス、市内の移動を主に Nバスが担い、おでけ

なんじぃ、タクシーが補完。 

・路線バスは運転手不足により減便が続いている。 

公共交通の利用状況 

・路線バス、Ｎバスともに休日の利用者数は平日の半分程度と少ない。[乗降] 

・路線バスは休日の外国人の利用が３３％と多い。[乗降] 

・路線バスの利用率は 10代、80代が高い。[市民] 

・高校生の登下校での路線バスの利用は約 3割。小中高ともに 7割以上が送迎あり。[学校] 

・観光客の南城市までのアクセス手段は 8割強がレンタカー・マイカー。路線バスは県内観光

客 4%、県外観光客 5%と少ない。[観光] 

・観光客の市内での路線バス利用は 7%、Nバス利用は 2%。[観光] 

公共交通の問題点・評価 

・公共交通利用者の路線バス減便の影響は大きく、市外への外出が不便に

なっている。[市民] 

・路線バス、Nバスともに運行頻度、ルートに対する評価が低い[市民] 

公共交通の方向性・施策に対する意向 

・交通拠点への集客施設の集約[WS] 

・「那覇市中心部までの直行バス」、「那覇空港までの直行バス」に対する意

向が高い。[市民、観光客、OH] 

・路線バスの等間隔運行[WS] 

・バス停及びバス停周辺の環境整備[WS] 

・利用しやすい運賃サービス、利用者への補助を通じた維持[座談会] 

各種調査から把握された公共交通の問題・課題 

・市民や市外からの来訪者の移動ニーズに対応したバス路線のサービス改善・維持 

・路線バスの減便による影響緩和 

・市外の高校への公共交通による登下校手段の確保・維持 

[市民] 市民アンケート  [学校] 小中高生アンケート [乗降] 路線バス・Nバス乗降調査 

[観光] 観光客アンケート  [WS] ワークショップ [OH] オープンハウス 

[座談会] 交通事業者座談会  [国調] 国勢調査  [人流] 人流データ 



                                                             第 3 章 地域交通の課題 

10 

 

3 網計画策定後の変化を踏まえた課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 課題の整理 

公共交通ネットワークについて整理すると、まちづくりの大きな方向性として、中核地と市内

4 つの拠点の拠点を結ぶことが課題であり、また、市内外の移動ニーズにあった交通ネットワー

クの形成が求められています。 

また、公共交通の利用者の視点でみると、おでかけなんじぃで面的には公共交通でカバーさ

れているものの、路線バスの減便への対応、特に移動制約者への対応が重要になります。 

加えて、路線バスにおいては、運転手不足による減便が続いており、利用者を増やし、運転手

確保の側方支援を行うことで、運行の維持を図ることが喫緊の課題といえます。 

 

上記より、本計画では、以下の 3つの観点で課題を整理します。 

 

 

  

観点①公共交通軸と拠点の充実・保証 

観点②「交通空白」における移動の確保 

観点③持続可能性・実現可能性の確保 

上位関連計画における公共交通に関する方向性 

・南城市の地域拠点と隣接市町村を連絡するバス網や、高速道路に接続する「広域圏を結ぶ

利便性の高いバス」などのネットワークを位置づけ[県交通計画] 

・公共交通の利用環境の整備、公共交通網の結節点の整備等の施策を提示[総合計画] 

・将来都市構造の基本的考え方として、中心部と各拠点や、拠点と市内外を公共交通等で結

ぶネットワークを提示[都市マスタープラン] 

地域交通に関する変化 

・輸送資源の総動員 

・共創による地域公共交通計画の再

構築（リ・デザイン） 

・「交通空白」解消の推進 

【計画策定に関する変化】 

・補助制度と地域公共交通計画の連

動化 

・地域公共交通計画のアップデートガ

イダンス 

南城市における変化 

・観光周遊バス（南城市周遊シャトルバ

ス）や観光MaaS（南城市MaaS）、斎

場御嶽における自動運転等の実証実

験の実施 

・市役所横での複合施設整備計画 

・つきしろ地区での開発 

・南部東道路の整備 

網計画策定後の変化を踏まえた問題・課題 

・中心部と市内外各拠点を連絡するネットワークの形成 

・多様な分野と連携した取組の推進 

・移動制約者の利便性向上 

・今後の開発に伴う需要増への対応 

・新たな道路ネットワークを活用した交通サービスの検討 
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1～３より、「観点①公共交通軸と拠点の充実・保証」、「観点②『交通空白』における移動の確

保」、「観点③持続可能性・実現可能性の確保」の3つの観点のもと地域交通の課題を以下のよ

うに集約・整理しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    基幹軸・交通拠点の形成・強化 
課題① 

    市内外の移動ニーズに応じた交通網の見直し 
課題② 

    移動制約者への交通手段の提供 
課題③ 

    地域交通の利用促進に向けた利便性向上 
課題④ 

    将来を見据えた地域交通の確保・維持・改善 
課題⑤ 

観点①公共交通軸と拠点の充実・保証 

観点②交通空白における移動の確保 

観点③持続可能性・実現可能性の確保 

網計画の評

価結果を踏

まえた課題 

各種調査結

果から把握

された問題・

課題 

網計画策定

後の変化を

踏まえた課

題 

市外への路線バス網の形成 

これからの人の流れに対応した路線バス網の形成 

移動制約者の活動を支える移動手段の確保 

来訪者の増加や市内の回遊を促す移動環境づくり 

公共交通の利用を促す環境づくり 

中心部と市内外各拠点を連絡するネットワークの形成 

多様な分野と連携した取組の推進 

移動制約者の利便性向上 

今後の開発に伴う需要増への対応 

新たな道路ネットワークを活用した交通サービスの検討 

市民や市外からの来訪者の移動ニーズに対応したバス路線の
サービス改善・維持 

路線バスの減便による影響緩和 

市外の高校への公共交通による登下校手段の確保・維持 
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5 公共交通の課題 

 

●南城市都市計画マスタープランに示された将来都市像の実現に向け、市中央部の先導的都市

拠点（新たな賑わい創出や都市づくり全体を先導する重要な拠点）と、佐敷、知念、玉城、大里

の 4つの拠点を連絡する軸の形成と、各拠点における交通結節機能の強化が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1.都市計画マスタープランにおける将来都市像 

 

●人流データより、南城市の推定居

住者の移動状況をみると、市内で

は、佐敷や大里地域、市外へは、佐

敷地域と与那原町や、大里地域か

ら八重瀬町への移動が多くなって

おり、流動に応じた交通軸や交通

拠点の整備が求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-2.推定南城市居住者の移動状況 

「混雑統計®」©ZENRIN DataComCO., LTD  

【使用データ「混雑統計®」について】 

「混雑統計®」データは、NTTド

コモが提供するアプリケーションの

利用者より、許諾を得た上で送信され

る携帯電話の位置情報を、NTT ドコ

モが総体的かつ統計的に加工を行っ

たデータ。 

位置情報は最短 5 分毎に測位される

GPSデータ（緯度経度情報）であり、

個人を特定する情報は含まれない。 

都 市 横 断 軸：南部東道路に沿って、市外と南城市を結ぶ骨格となる軸 
拠 点 連 絡 軸：先導的都市拠点と 4つの拠点を結ぶ軸 
都市環状交通軸：4つの拠点を環状に結ぶ交通網の外郭の軸 

課題①：交通軸・交通拠点の形成・強化 
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●市内外の移動ニーズと、運行便数との間に乖離がみられる状況となっており、移動ニーズに

応じた路線バス、Nバスの運用見直しなどの検討が必要です。 

●移動者数に対して相対的に便数が少ない区間と多い区間の路線バス・Nバスの利用者数を比

べてみると、移動ニーズが少なくても、便数が多い地域間の利用者数が多くなっており、移動

ニーズに応じてサービス向上を図ることで、公共交通の利用が促進される余地が大いにある

ことがうかがえます。 

●なお、見直しにあたっては、小中高生の登下校時の便や、高齢者の通院目的での外出が多い

9時前後の便など、確保・維持すべき路線バス・Nバスの便もあることに留意が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-3.地域間の運行便数と移動ニーズとの関係 
出典：移動ニーズは市民アンケートより推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-4.地域間の路線バス・N バスの利用者数と移動ニーズとの関係 
出典：利用者数は乗降調査結果、移動ニーズは市民アンケートより推計 

  

課題②：市内外の移動ニーズに応じた交通網の見直し 

9 9 9
21

21 36
17 4 4

50 40

53
26

13
13

71
61

891771

605 620

142
354 216

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

大
里
中⇒

大
里
中

大
里
北⇒

大
里
北

大
里
西⇒

大
里
中

佐
敷
北⇒

佐
敷
南

佐
敷
南⇒

佐
敷
北

佐
敷
南⇒

佐
敷
南

Nバス 路線バス 移動ニーズ（便/日）
移動ニーズ

（人/日）

2 7 43 38 305

9
8

2

5
2 7

52
46

32

1771

605 620

142
354 216

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

大
里
中⇒

大
里
中

大
里
北⇒

大
里
北

大
里
西⇒

大
里
中

佐
敷
北⇒

佐
敷
南

佐
敷
南⇒

佐
敷
北

佐
敷
南⇒

佐
敷
南

Nバス 路線バス 移動ニーズ（人/日）
移動ニーズ

（人/日）

移動ニーズに対して 

相対的に便数が少ない 

移動ニーズに対して 
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路線バス・Nバスの利用者数は多い 

移動ニーズが大きくても、便数が少ない

と路線バス・Nバスの利用者数は少ない 
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●本計画では、運転免許証を返納した高齢者や、車を運転できない小中高生、レンタカーを利用

できない観光客などを移動制約者と捉え、これらの方への交通手段の提供が課題の一つであ

ると認識しています。 

●久高島を除く市内全域は、デマンド交通「おでかけなんじぃ」がドア to ドアで運行しており、公

共交通で面的にカバーしていますが、路線バスの減便もあり、移動が不便な時間帯や、直接結

ばれていないため、市役所から那覇空港や、糸満方面など乗り継ぎや迂回を要する移動もあり

ます。 

●おでかけなんじぃは、多くの高齢者に利用されており、75歳以上の運賃割引を行っているこ

ともあり、利用者の約 8割を 75歳以上が占めています。 

●Nバスでは、2023（令和 5）年 6月から 2026（令和 8）年 3月までの約 3か年、「Nバス

運賃支援事業」により、65歳以上等の方を実質無料化とし、その結果、利用者数が大きく増加

しました。 

●おでかけなんじぃ及びNバスにおいては、高齢者の外出を促進し、健康と福祉の増進を図る

ため、高齢者に配慮した取組実施が求められます。 

●令和 1年の公共交通の再編により、高校生の登校時の路線バス利用割合は増加し、新たに導

入された Nバスも 10％ほど利用されていますが、「クルマで送迎」は、増加しており、引き続

き、小学生、中学生も含めた小中高生の登下校の利便性確保を図る必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-5.高校生の登校手段の推移（複数回答） 
出典：小中高生アンケート 

●観光客についてみると、高齢者や若い世代（Z世

代）では、観光地で運転を好まない又は運転免許

証を持っていない人も増えてきています。レンタ

カーを利用しない観光客の南城市までのアクセス

及び南城市内での回遊の支援も求められます。

人流データによると、推定県外居住者の市内の来

訪先は、斎場御嶽がある知念地域と、おきなわ

ワールドがある玉城地域に集中しています。 

                                      図 3-6.推定県外居住者の移動状況 
「混雑統計®」©ZENRIN DataComCO., LTD  

課題③：移動制約者への交通手段の提供 

斎場御嶽 

おきなわワールド 
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●運行頻度やルートの評価をみると、乗降のしやすさや乗り心地、運転手の対応等のサービスに

関しては高い評価を得ています。 

●一方で、路線バス、Nバスは、運行頻度やルート、おでかけなんじぃは、運行時間帯の評価が低

くなっています。運転手不足の中、増便や運行時間帯の拡大は対応が困難ですが、乗継ダイヤ

の調整や、運行間隔の調整等の工夫により、便数の少なさをカバーする必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-7.路線バス・N バス・おでかけなんじぃの満足度（5 点満点） 

出典：市民アンケート 

 

●路線バスの減便による影響として、利用者

（月に２～3回以上路線バスを利用）の

79%が「市外への外出が不便になった」、

39%が「路線バスの減便により外出回数が

減った」と回答、「特に影響はなし」は 8%に

過ぎず、利用者に大きな影響が生じていま

す。 

●回答者全体でも「特に影響はない」は 53%

と半分にとどまり、29%が「市外への外出が

不便になった」と回答するなど、半数に影響

が生じています。 

●減便にあたっては、沿線住民への影響を緩

和するため、国や県も含めた関係者との事前

調整や、他系統の路線バス及び Nバスによ

るリカバリー策の検討などの対応が求めら

れます。 

                       図 3-8.路線バスの減便による影響 
出典：市民アンケート 

  

課題④：地域交通の利用促進に向けた利便性向上 
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53%
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21%

26%

21%

24%

39%

12%
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市外への外出が不便になった

市内での外出が不便になった

家族等を送迎する機会が増えた

通勤・通学が不便になり、車を利用す

る機会が多くなった

通勤・通学が不便になり、送迎しても

らうことが多くなった

路線バスの減便により外出回数が

減った

路線バスの代わりにタクシーを利用

する機会が多くなった

路線バスの代わりにNバスを利用す

る機会が多くなった

路線バスの代わりにおでかけなん

じぃを利用する機会が多くなった

特に影響はない

全体 利用者

全体

n=1480

MA=2179

利用者

n=107

MA=276
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●運転手不足による減便への対応が求められる一方で、つきしろ地区や市役所周辺の中核地で

の開発により新たな需要が創出されます。つきしろ地区においては、地区内への Nバスの乗り

入れ等が、中核地では市役所バス停に集約している路線バス・Nバスの活用等による開発需要

への対応が考えられます。 

●開発を契機に、民間施設と調整することが実施しやすい環境になり、民間施設の送迎サービ

スと Nバス等を組み合わせたアクセス確保策の検討など輸送資源の活用促進が求められま

す。 

●開発に先行して公共交通手段によるアクセスを確保することで、開発時の渋滞を抑制し、渋滞

によるバスの遅延がバス離れを加速するといった悪循環に陥らないように事前の対策も必要

です。 

●さらには、南部東道路の全面供用も控えており、那覇空港や那覇市までのアクセス向上による

公共交通への転換を促すことで、持続可能性を高めることも求められます。 

●今後、高齢者が増加することで、公共交通の潜在的な利用者が増えることから、ニーズへの対

応、ニーズを取り込むことでの公共交通の持続可能性を高める必要があります。 

●開発による需要増加や、道路整備によるアクセス向上、高齢者の増加に伴う潜在的な公共交

通利用者の増加などの機会を活かしながら、今後を見据えた地域交通の確保・維持・改善が必

要です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

課題⑤：将来を見据えた地域交通の確保・維持・改善 
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第4章 公共交通が目指す姿 

1 基本理念及び基本方針 

地域交通の課題を踏まえ、基本理念及び基本方針を設定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「基本理念 

市民や観光客の移動を支え、促すことで南城市の

活性化を図り、さらに、新しいまちづくりを先導す

る自立・持続可能な公共交通体系を構築します。 

総合計画における将来像 

「海と緑と光あふれる南

城市」 

【課題】 【基本方針】 

観点①公共交通軸と拠点の充実・保障 

観点②交通空白における移動の確保 

観点③持続可能性・実現可能性の確保 

課題① 

基幹軸・交通拠点の形成・強化 

課題② 

市内外の移動ニーズに応じた交

通網の見直し 

課題③ 

移動制約者への交通手段の提供 

課題⑤ 

将来を見据えた地域交通の確保・

維持・改善 

課題④ 

地域交通の利用促進に向けた利

便性向上 

基本方針① 

拠点の機能強化とともに、拠点間

の連絡を強化する。 

基本方針② 

移動制約者が安心して移動できる

環境を整える。 

基本方針③ 

将来を見据えながら、地域ととも

に利活用を通じて公共交通を支えて

いく 

取組推進の考え方 

●まちのみんなで公共交通を守り、育てていく 

 地域（住民・利用者・企業等）が主体的にかかわる取組を推進 

●共創による公共交通の利活用 

 教育、福祉、観光、商業など様々な分野と共創により取組を推進 
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2 将来ネットワークイメージ 

基本理念、基本方針をもとに、本市が目指す将来ネットワークイメージを設定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●3つのバスターミナルから各まちの拠点を経由して那覇方面にアクセス。 
●バス路線を束ねる交通拠点はなく、まちの拠点間の結びつきは弱い。 

再編前 

（～2019） 

●南部東道路の全面開通を見据え、IC 周辺の新しい拠点である中核地を核に、公
共交通網を形成 

●再編により中核地と那覇市等の市外を路線バスで連絡。 
●市内は中核地と拠点間を結ぶNバスで連絡。 
●路線バス、Nバスでの対応が難しいエリアの移動は、「おでかけなんじぃ」が担う。 

現状 

（2026） 
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●IC周辺の新しい拠点である中核地を核に、公共交通網を形成 
●南部東道路活用し、中核地と那覇空港や市外等を連絡。 
●中核地と那覇市等の市外を路線バスで連絡。 
●市内は中核地と拠点間を結ぶNバスで連絡。 
●路線バス、Nバスでの対応が難しいエリアの移動は、「おでかけなんじぃ」が担う。 

将来 
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また、拠点を以下のように設定しました。 
 

表 4-1.拠点の位置づけ 

種類 位置 役割 

中心拠点 ・南城市役所 

市の中心的な交通結節点。路線バス、Nバスの起

終点として、市内外の乗り継ぎを支える。公共交通

利用のために、駐車場や駐輪場、スモールモビリ

ティ等の二次交通も接続。 

副拠点 

・佐敷地域（馬天） 中心拠点を補完する交通結節点。路線バスと N

バスが接続し、市内外の乗り継ぎを支える。 ・つきしろ地域 

・大里地域（稲嶺～仲程） 

※南部東道路の供用状況を見

ながら検討 

地域拠点 
・知念地域（久手堅） 

・玉城地域（富里） 

地域の中心的な交通結節点。路線バスや N バス

の系統が接続し、地域内の乗り継ぎを支援 

乗継拠点 

・安座真港（航路・Nバス） 

・玉泉洞前（路線バス・Nバス・お

でかけなんじぃ） 

・百名バスターミナル（路線バ

ス・Ｎバス） 

・馬天営業所（路線バス） 

複数の交通手段への乗り継ぎや、待合環境を提

供する交通結節点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-1.南城市の拠点の整備イメージ  

南城市役所 

つきしろ 

稲嶺～仲程 

馬天 

安座真港 

百名バスターミナル 
玉泉洞前 

馬天営業所 

富里 

久手堅 

拠点の凡例 

中心拠点 

副拠点 

地域拠点 

乗継拠点 
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3 交通手段の役割 

各交通手段の特性を考慮し、本市における役割を以下のように設定しました。 

 

表 4-2.交通手段の役割 

区分 交通手段 役割 確保・維持策 

地
域
間
交
通 

路線バス ・本市と隣接市町村や、那覇市、浦添市、豊見

城市、糸満市等中南部の主要都市を連絡す

る。 

・市外への通勤通学など市民の日常的な広域

移動支えるとともに、観光客の移動手段と

しての役割も担う。 

一部の系統は地域公共交通確

保維持事業（地域間幹線系統補

助）、または、沖縄県生活バス路

線確保対策補助金を活用し、運

行を確保・維持 

空港リム

ジンバス 

・本市と那覇空港を直接連絡し、市民の県外へ

の移動利便性の向上、観光客の本市への誘

客促進を図る。 

実証実験を実施し、その結果を

踏まえ、民間事業者による本格

運行を想定 

地
域
内
交
通 

Nバス ・南城市役所を拠点に、市内の地域間を連絡

する。 

・市民の通勤通学や、買物、通院、余暇活動等

の日常生活における移動を支える。 

・交通拠点での路線バスと接続することによ

り、市外への円滑な移動を支援する。 

運行改善を図りながら、南城市

が委託により運行を確保・維持 

おでかけ

なんじぃ 

・路線バス、Nバスで対応できない市内の移動

を補完する。 

・高齢者等の移動制約者の身近な移動を支え

る 

地域公共交通確保維持事業

（フィーダー補助）を活用し、運

行を確保・維持 

航路 ・久高島への唯一の公共交通であり、久高島と

安座真港間の移動を担う。 

・住民の生活とともに、観光客の来訪を促し、

島の賑わいづくりに寄与する。 

地域公共交通確保維持事業（離

島航路）を活用し、運行を確保・

維持 

タクシー ・路線バス、N バス、おでかけなんじぃが運行

されていない地域や時間帯における移動を

支える。 

・路線バスや N バスにない利便性の高い移動

サービスを提供する。 

交通事業者と連携して、利活用

を図ることで、運行を確保・維

持 

シェアモ

ビリティ 

・南城市役所バス停や主要観光施設等にサイ

クルポートなどの設置を促進することで、来

訪者の南城市到着後の身近な移動を支え

る。 

・事業者と連携して、サイクル

ポート等の貸し出し拠点の充

実を促進する。 
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現在の公共交通ネットワークは、以下のとおりであり、将来的に確保、維持していくため、一部

路線について補助金を活用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹線バスについては、国の「地域間幹線系統確保維持費国庫補助金」及び県の「沖縄県生活

バス路線確保維持対策補助金」を活用します。また、デマンド交通については、「地域公共交通確

保維持改善事業費補助金（地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金）」を活用し、財源を安

定的に確保し、持続可能な運行に取り組みます。 

 

表 4-3.地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金を活用する路線 

路線名 運行エリア 事業許可区分 運行形態 実施主体 

おでかけ

なんじぃ 

久高島を除く 

南城市全域 

4 条乗合の区

域運行 

ドア to ドア

の区域運行 

南城市（運行は運行

事業者に委託 

 幹線バス、支線バスが運行されていない公共交通空白地域を補完するとと

もに、高齢者等の交通弱者の買い物や通院手段として利用されているが、系

統の維持が難しく、地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金により運行

を確保・維持する必要がある。 

 

 

 

南城市役所 

与那原・南風原・那覇方面 

系統 191、391、37、38、338,39、339 

南風原・那覇方面 

系統 40、309 

南風原・那覇方面 

系統 51、54 

八重瀬・南風原・那覇方面 

系統 50、83 

八重瀬・糸満方面 

系統 36 
八重瀬・糸満方面 

系統 81、82 
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第5章 施策と実施事業 

1 施策メニュー 

基本方針に基づき、計画期間で、実施や検討を行う施策を設定しました。 

視点 基本方針 施策メニュー 取組内容 

観点① 
公共交通軸
と拠点の充
実・保障 

基本方針① 
 拠点の機能強化と
ともに、拠点間の連
絡を強化する。 

施策①-１ 
交通結節点の整備・充

実 

・中核地におけるバスターミナル機能の整備検
討 

・つきしろ地区や大里地区での交通結節点の
整備検討 

施策①-2 
 那覇空港など市外の交
通結節点との連絡強化 

・空港リムジンバスの実証運行の実施 
・那覇市へのアクセス向上策の検討 
・隣接市町村の交通結節点への接続検討 

施策①-3 
 市内のバス路線網の改
善 

・移動ニーズに応じた Nバスの運行ルート・ダ
イヤ等の見直し 

・路線バスと Nバスの連携 
・拠点間を結ぶ移動の充実検討 

施策①-4 
 交通拠点における 2次
交通の充実 

・シェアサイクル等の導入推進 
・公共駐車場での P&Rの推進 
・交通拠点への送迎サービス等の導入促進 

施策①-5 
 交通拠点における待合
環境の充実 

・周辺施設と連携した待合場所の提供 
・地域と連携したバス停周辺の美化・維持 
・バス停の上屋等整備 

観点② 
交通空白に
おける移動
の確保 

基本方針② 
 移動制約者が安心
して移動できる環境
を整える。 

施策②-１ 
 おでかけなんじぃの継
続運行 

・デマンド交通の運行継続 

施策②-２ 
 Nバスの継続運行 

・Nバスの運行継続 
・利用しやすい割引運賃の導入 

施策②-3 
 航路の運行支援 

・航路の運行支援 

施策②-4 
 地域の互助・共助による
新たな移動利便性向上策
の検討 

・地域による新たな交通サービスの導入可能
性の検討 

視点③ 
持続可能
性・実現可
能性の確保 

基本方針③ 
 将来を見据えなが
ら、地域とともに利
活用を通じて公共交
通を支えていく。 

施策③-１ 
 公共交通を利用し、拠
点に人が集まる仕組みづ
くり 

・複合施設との連携 
・つきしろ地区の開発との連携 
・拠点周辺施設と連携した公共交通利活用策
の検討 

施策③-2 
 公共交通の利便性向上
策の推進 

・運賃支払い方法の充実 
・情報発信の充実 
・乗り継ぎ割引等利用しやすい運賃制度の導
入検討 

施策③-3 
 モビリティ・マネジメント
等の利用促進策の実施等 

・交通環境学習の充実 
・乗り方教室やイベントによる公共交通の利用
機会づくり 

施策③-4 
 地域の伴走による公共
交通の維持 

・産官学民の参画による地域公共交通計画の
推進体制の構築 

・他分野との共創による公共交通の利活用の
推進 

・乗車マナーの向上等による運転手の負担軽
減 
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2 各施策の概要 

各施策の実施内容、事業主体、計画期間内での取組は以下の通りです。 

 

2-1 基本方針①：拠点の機能強化とともに、拠点間の連絡を強化する。 

施策 1-1 交通結節点の整備・充実 

施策の目標 

・路線バス、Nバス等の乗継利便性を高め、公共交通の利用者数を増やします。 

施策の概要 

【中核地におけるバスターミナル機能の整備検討】 

・中核地（南城市役所周辺）では、網計画の施策を継続し、バスターミナル機能整備の可能性につい

て調査・検討を行います。 

・バスターミナルは、単独での整備・維持は難しいことから、他用途との複合施設としての整備を想

定しています。 

・検討にあたっては、南城市役所バス停との役割分担、建設が進められている複合施設との連携、

南部東道路供用後の人の流れの変化等を考慮して、整備の可能性を調査・検討します。 

【つきしろ地域・大里地域での交通結節点の整備検討】 

・つきしろ地域は、2024（令和 6）年に開業したコストコに加え、周辺で開発が進んでおり、すでに

市外からの流動が多いことから、N バスとその他交通モードとの乗継に資する交通結節点の整備

可能性について調査・検討を行います。 

・大里地域は、スーパー、病院が集積し、市内からの移動ニーズが高く、居住者の市外への移動ニー

ズも高いことから、路線バスや N バスとの乗継に資する交通結節点の整備可能性について調査・

検討を行います。 

・両地域で検討する交通結節点は、乗継に資する案内の充実、上屋・ベンチ等の整備、周辺施設と連

携した待合場所の確保などを想定しており、南部東道路の供用予定をみながら、調査、検討を進

めていきます。 

 

実施主体とスケジュール 
 

取組内容 実施主体 
2026 

（R8）年 

2027 

（R9）年 

2028 

（R10）年 

2029 

（R11）年 

2030 
（R12）年 
以降 

中核地におけるバスターミ

ナル機能の整備検討 

南城市等 

 

     

つきしろ地区や大里地区で

の交通結節点の整備検討 

南城市等 

 

     

※実施主体、年次の取組については調整中  

検討・実施 

検討・実施 
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施策 1-2 那覇空港など市外の交通結節点との連絡強化 

施策の目標 

・市民や来訪者の市内外の移動を支えるため、市内外の拠点間を路線バス、N バス等で連絡しま

す。 

 

施策の概要 

【空港リムジンバスの実証運行の実施】 

・観光誘客や市民の空港アクセスの利便性を高めるため、那覇空港と市役所を連絡するリムジンバ

スについて、実証運行の実施を検討し、その結果を踏まえ、民間事業者による本格運行の可能性

を調査します。 

【那覇市へのアクセス向上策の検討】 

・那覇市中心部に加え、首里地区や新都心地区へのアクセス向上を図るため、モノレール駅等への

接続を検討します。 

【隣接市町村の交通結節点への接続検討】 

・路線バスとの乗継利便性を高めるため、市外の八重瀬町東風平地区（国道 507 号）や与那原町

（国道 329号）など、路線バスの運行便数が多い隣接市町村のバス停等への接続について検討し

ます。あわせて、隣接市町村のコミュニティバス等との接続やダイヤの調整についても検討しま

す。 

実施主体とスケジュール 
 

取組内容 実施主体 
2026 

（R8）年 

2027 

（R9）年 

2028 

（R10）年 

2029 

（R11）年 

2030 
（R12）年 
以降 

空港リムジンバスの実証運

行の実施 

南城市等 

 

     

那覇市へのアクセス向上策

の検討 

南城市等 

 

     

隣接市町村の交通結節点へ

の接続検討 

南城市等 

 

     

※実施主体、年次の取組については調整中  

検討・実施 

検討・実施 

検討・実施 
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施策 1-3 市内のバス路線網の改善 

施策の目標 

・市内の拠点間の移動利便性を高め、移動ニーズに応じた改善を行うことで、N バスの利用促進を

図ります。 

 

 

施策の概要 

【移動ニーズに応じたNバスの運行ルート・ダイヤ等の見直し】 

・利用者の移動ニースや要望を踏まえ、定期的に Nバスのルートやダイヤ等の見直しを行います。 

【拠点間を結ぶ移動の充実検討】 

・市内の地域間・拠点間の移動利便性を高めるため、ニーズ踏まえ、N バス等の路線の見直しを検

討します。具体的には、佐敷・知念地域～玉城・大里地域間の移動や、開発が進むつきしろ地域へ

の移動等シームレスな移動ができるような取組の検討を想定しています。 

【路線バスと Nバスの連携】 

・拠点等における路線バスと Nバスの乗継利便性を高めるため、特に通勤通学時間帯を中心に、N

バスから路線バスに乗継ができるように、ダイヤの見直し等を行います。 

 

実施主体とスケジュール 
 

取組内容 実施主体 
2026 

（R8）年 

2027 

（R9）年 

2028 

（R10）年 

2029 

（R11）年 

2030 
（R12）年 
以降 

移動ニーズに応じた Nバス

の運行ルート・ダイヤ等の見

直し 

南城市等 

 

     

路線バスと Nバスの連携 南城市等 

 

     

拠点間を結ぶ移動の充実検

討 

南城市等 

 

     

※実施主体、年次の取組については調整中 

  

検討・実施 

検討・実施 

検討・実施 
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施策 1-4 交通拠点における 2次交通の充実 

施策の目標 

・交通拠点における 2 次交通を充実させることで、拠点の機能強化し、公共交通の利用促進を図り

ます。 

 

施策の概要 

【シェアサイクル等の導入推進】 

・シェアサイクルのサイクルポートを、市役所に加えて、各拠点や主要な観光施設等での設置を推進

し、バス停へのアクセス利便性を高めるとともに、路線バス・N バスでの対応が難しい細かな移動

にも対応できるようにします。 

【公共駐車場での P＆Rの推進】 

・市役所横にある公共駐車場での P＆Rを推進し、路線バスや Nバスの利用を促します。 

【交通拠点への送迎サービス等の導入促進】 

・交通拠点からの移動利便性を高め、路線バス等の利用促進を図るため、観光施設や、宿泊施設等

における送迎サービス等の導入を促進します。 

・必要に応じて、デマンド交通や N バス運行後の移動をカバーするため、相乗り交通など夜間の交

通サービスの導入を検討します。 

・上記取組は、市内の観光事業者等と連携して進めていきます。 

 

実施主体とスケジュール 
 

取組内容 実施主体 
2026 

（R8）年 

2027 

（R9）年 

2028 

（R10）年 

2029 

（R11）年 

2030 
（R12）年 
以降 

シェアサイクル等の導入推進 南城市等 

 

     

公共駐車場での P＆Rの推

進 

南城市等 

 

     

交通拠点への送迎サービス

等の導入促進 

南城市等 

 

     

※実施主体、年次の取組については調整中  

検討・実施 

検討・実施 

検討・実施 
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施策 1-5 交通拠点における待合環境の充実 

施策の目標 

・地域等と連携してバス停の待合環境を充実することで、公共交通への親近感を高め、理解を深め

るとともに公共交通の利用促進を図ります。 

 

施策の概要 

【周辺施設と連携した待合場所の提供】 

・利用が多いバス停周辺の公共施設や、コンビニ等の集客施設や地元企業と連携し、バスの待合場

所としての活用を進めていきます。 

・待合場所には、いすや、路線図、運行状況がわかる QR コード等の設置を検討し、バス待ちの利便

性を高めます。 

【地域と連携したバス停周辺の美化・維持】 

・公共交通に対する親近感を高め、理解を深めるとともに利用促進につなげていくため、地域と連

携してバス停の美化などを進めていきます。 

・具体的な取組としては、バス停の魅力向上策や、上屋の飾りつけ、清掃などを想定しています。 

【バス停の上屋等整備】 

・市民及び観光客が乗り継ぎに利用されているバス停や、利用者が多いバス停を対象に、設置の可

能性や補助事業の活用可能性等を考慮しながら、上屋やベンチの整備について、行政（国・県・

市）、企業、地域等あらゆる視点から可能性を調査します。 

・市役所バス停については、案内の充実などのアップデートを検討しています。 

 

実施主体とスケジュール 
 

取組内容 実施主体 
2026 

（R8）年 

2027 

（R9）年 

2028 

（R10）年 

2029 

（R11）年 

2030 
（R12）年 
以降 

周辺施設と連携した待合場

所の提供 

南城市等 

 

     

地域と連携したバス停周辺

の美化・維持 

南城市等 

 

     

バス停の上屋等整備 南城市等 

 

     

※実施主体、年次の取組については調整中  

検討・実施 

検討・実施 

検討・実施 
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2-2 基本方針②：移動制約者が安心して移動できる環境を整える 

施策 2-1 デマンド交通の継続運行 

施策の目標 

・デマンド交通「おでかけなんじぃ」の運行を継続することで、引き続き、高齢者を中心に、路線バ

ス、Ｎバスで対応できない移動を補完できるようにします。 

 

施策の概要 

【デマンド交通の継続運行】 

・市内全域（久高島を除く）をドア toドアで運行しているデマンド交通「おでかけなんじぃ」の運行を

継続します。 

・これまで同様に増減便・運行取りやめの基準にしたがい、運行時間帯、運行便数の見直しを定期

的に実施します。 

・利用者の利便性向上を図るため、予約方法の見直しも検討します。 

 

実施主体とスケジュール 
 

取組内容 実施主体 
2026 

（R8）年 

2027 

（R9）年 

2028 

（R10）年 

2029 

（R11）年 

2030 
（R12）年 
以降 

デマンド交通の継続運行 南城市等 

 

     

※実施主体、年次の取組については調整中  

検討・実施 
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施策 2-２ Nバスの継続運行 

施策の目標 

・市内バスの N バスの運行を継続することで、小中高生の登下校の利便性確保、市民の買い物等

の日常生活における移動手段の確保や、観光客の市内での回遊促進を図ります。 

 

施策の概要 

【Nバスの継続運行】 

・市役所を拠点の市内各地域を結ぶ市内バス「Nバス」の運行を継続します。 

・利用状況や、利用者の要望を踏まえ、適宜、ダイヤ等の調整を行います。 

・運行継続とあわせて、計画的な車両更新や、収支改善策、広告収入等による自主財源の確保など

経営効率化も図ります。 

【利用しやすい割引運賃の導入】 

・市民向けにはすでに、回数券やＮバスＯＫＩＣＡによる割引運賃を適用していますが、高齢者等の

移動制約者の移動を支援するため、別途、利用しやすい割引運賃を検討、導入します。 

・高齢者向けの利用しやすい割引運賃を導入することで、高齢者の外出促進、フレイル予防を図り

ます。 

 

実施主体とスケジュール 
 

取組内容 実施主体 
2026 

（R8）年 

2027 

（R9）年 

2028 

（R10）年 

2029 

（R11）年 

2030 
（R12）年 
以降 

Nバスの継続運行 南城市等 

 

     

利用しやすい割引運賃の導

入 

南城市等 

 

     

※実施主体、年次の取組については調整中  

検討・実施 

検討・実施 
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施策 2-３ 航路の運行支援 

施策の目標 

・久高島への唯一の移動手段である久高航路の運行を支援することで、久高島へのアクセスを確保

します。 

 

施策の概要 

【久高航路の継続運行】 

・国や県と協力しながら、安座真港と久高島を結ぶ久高航路の運行を支援します。 

 

 

実施主体とスケジュール 
 

取組内容 実施主体 
2026 

（R8）年 

2027 

（R9）年 

2028 

（R10）年 

2029 

（R11）年 

2030 
（R12）年 
以降 

久高航路の運行支援 南城市等 

 

     

※実施主体、年次の取組については調整中  

検討・実施 
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施策 2-4 地域の互助・共助による新たな移動利便性向上策の検討 

施策の目標 

・バス停から離れた交通不便地域において移動手段の導入を検討し、公共交通を利用できる環境

を整えます。 

 

 

施策の概要 

【地域による新たな交通サービスの導入可能性の検討】 

・交通不便地域における利便性向上策の一環として、地域主体できめ細やかな対応ができるよう、

道路運送法によらない地域の互助交通の導入支援や、運営支援などの支援策を検討します。 

 

実施主体とスケジュール 
 

取組内容 実施主体 
2026 

（R8）年 

2027 

（R9）年 

2028 

（R10）年 

2029 

（R11）年 

2030 
（R12）年 
以降 

地域による新たな交通サー

ビス導入可能性の検討 

南城市等 

 

     

※実施主体、年次の取組については調整中  

検討・実施 
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2-3 基本方針③：将来を見据えながら、地域とともに利活用を通じて公共交通を支え

ていく 

施策 3-1 公共交通を利用し、拠点に人が集まる仕組みづくり 

施策の目標 

集客施設が整備される拠点周辺でイベント等を実施することで、公共交通利用の需要を創出しま

す。 

 

 

施策の概要 

【複合施設との連携】 

・市役所横に整備される複合施設は、N バスの起終点に設置されるという好立地条件を活かして、

複合施設に入居する図書機能やサークル活動、子どもの遊び場等と連携し、公共交通で来訪する

仕組みづくりや、施設内にサイネージを設置するなど公共交通を利用しやすくする環境整備を行

います。 

【つきしろ地区の開発との連携】 

・つきしろ地区の開発と連携し、Ｎバスの乗り入れ等の公共交通でのアクセス促進策を検討、実施し

ます。 

・また、イベント時の公共交通利用促進などソフト施策も検討、実施します。 

【拠点周辺施設と連携した公共交通利活用策の検討】 

・拠点周辺の公共施設や、商業施設、病院等の集客施設と連携し、公共交通利用者への特典提示な

どの取り組みを検討、実施します。 

 

実施主体とスケジュール 
 

取組内容 実施主体 
2026 

（R8）年 

2027 

（R9）年 

2028 

（R10）年 

2029 

（R11）年 

2030 
（R12）年 
以降 

複合施設との連携 南城市等 

 

     

つきしろ地区の開発との連

携 

南城市等 

 

     

拠点周辺施設と連携した公

共交通利活用策の検討 

南城市等 

 

     

※実施主体、年次の取組については調整中  

検討・実施 

検討・実施 

検討・実施 
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施策 3-2 公共交通の利便性向上策の推進 

施策の目標 

・公共交通を利用しやすい環境を整え、利用促進を図ります。 

 

 

施策の概要 

【運賃支払い方法の充実】 

・キャッシュレス決済の手法を充実するなど、複数の運賃支払い方法に対応し、市民や観光客の利

用を促します。 

【情報発信の充実】 

・市ホームページ及び N バスホームページ、市 SNS、市広報等での情報発信や、主要施設でのサイ

ネージによるバスの時刻案内などの情報提供を継続するとともに、新たな施設での情報発信の実

施など拡充を図ります。 

【乗り継ぎ割引等利用しやすい運賃制度の導入検討】 

・Nバス相互の乗り継ぎ等の運賃負担の軽減を図るため、乗り継ぎ割引等の導入を検討します。 

 

実施主体とスケジュール 
 

取組内容 実施主体 
2026 

（R8）年 

2027 

（R9）年 

2028 

（R10）年 

2029 

（R11）年 

2030 
（R12）年 
以降 

運賃支払い方法の充実 南城市等 

 

     

情報発信の充実 南城市等 

 

     

乗り継ぎ割引等利用しやす

い運賃制度の導入検討  

南城市等 

 

     

※実施主体、年次の取組については調整中  

検討・実施 

検討・実施 

検討・実施 
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施策３-３ .モビリティ・マネジメント等の利用促進策の実施 

施策の目標 

・モビリティ・マネジメントなど公共交通利用の呼びかけや、乗り方教室などによる公共交通利用の

機会づくりを通じて、利用促進を図ります。 

 

施策の概要 

【交通環境学習の実施】 

・市内小学校で実施している交通環境学習を、市内の全小学校等に展開し、公共交通利用への意識

醸成を図り、長期的な利用促進につなげていきます。 

・小学校での取組を通じて、教員や保護者を対象とした取組や、運転免許証の返納に備えて高齢者

を対象とした取組実施も検討します。 

・市役所においては、職員向けのモビリティ・マネジメント教育を推進し、公共交通への理解と利用

促進につなげていきます。 

【乗り方教室やイベントによる公共交通の利用機会づくり】 

・交通事業者と市や地域住民等が連携して、乗り方教室や、イベント時の公共交通を呼びかける取

り組みを実施します。 

 

実施主体とスケジュール 
 

取組内容 実施主体 
2026 

（R8）年 

2027 

（R9）年 

2028 

（R10）年 

2029 

（R11）年 

2030 
（R12）年 
以降 

交通環境学習の実施  南城市等 

 

     

乗り方教室やイベントによる

公共交通の利用機会づくり 

南城市等 

 

     

※実施主体、年次の取組については調整中  

検討・実施 

検討・実施 
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施策 3-4 .地域の伴走による公共交通の維持 

施策の目標 

公共交通を地域全体で当事者意識をもって支え、利活用や効率化を考えることで、持続可能性を

高めていきます。 

 

 

施策の概要 

【産官学民の参画による地域公共交通計画の推進体制の構築】 

・本計画の推進を交通事業者や、南城市のみならず、地域と一体的に推進し、地域全体で公共交通

を支えるとともに、様々な関係者が連携して公共交通の利活用に関する取組を推進します。 

【他分野との共創による公共交通の利活用の推進】 

・教育や福祉、観光、商業、農漁業などの他分野との共創に公共交通の利活用を推進します。 

【乗車マナーの向上等による運転手の負担軽減】 

・市民にバス・タクシー等の乗車マナーの向上を促す啓発活動を実施することで、バス乗車中の転

倒や、車内での携帯電話通話などを減らし、運転手の負担軽減を図ります。 

 

実施主体とスケジュール 
 

取組内容 実施主体 
2026 

（R8）年 

2027 

（R9）年 

2028 

（R10）年 

2029 

（R11）年 

2030 
（R12）年 
以降 

産官学民の参画による地域

公共交通計画の推進体制の

構築  

南城市等 

 

     

他分野との共創による公共

交通の利活用の推進 

南城市等 

 

     

乗車マナーの向上等による

運転手の負担軽減 

南城市等 

 

     

※実施主体、年次の取組については調整中 

 

検討・実施 

検討・実施 

検討・実施 



                                                                第 6 章 計画の推進 

 

37 

第6章 計画の推進 

1-1 計画の推進体制 

南城市における計画の進捗をマネジメント（管理）する主体は、「南城市地域公共交通会議」です。 

本計画は、以下に示す取組推進の考え方に基づき、行政と住民がともに公共交通に対する意識

を共有化し、単に評価をすることに留まらず、より良い地域公共交通への改善に向けて官民協働の

もと取り組むことを目的とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-1.計画推進における各主体の役割 

  

（事業者・企業等を含む
地域関係者全体）

○利用者のニーズを踏まえた交通サービ

ス・情報の提供 

○地域公共交通のあり方の検討への積極

的な参加や連携・協力 

○協力体制づくり 

○市民等に対する積極的な働きかけ 

○公共交通施策の実施 

○公共交通サービス提供の支援等 

○地域の公共交通のあり方を自ら主体的に検討 

○地域公共交通を支える持続的な取組 

○地域公共交通の担い手として積極的に公共交通を利用 

取組推進の考え方 

●まちのみんなで公共交通を守り、育てていく 

 地域（住民・利用者・企業等）が主体的にかかわる取組を推進 

●共創による公共交通の利活用 

 教育、福祉、観光、商業など様々な分野と共創により取組を推進 



 

38 

 

「南城市地域公共交通会議」のもと、地域が一体となった取組推進を図るため、「仮称）なんじょう

交通まちづくりパートナーシップ」を立ち上げ、行政と交通事業者のみならず、観光や福祉などの分

野と情報共有・意見交換を行いつつ、官民が連携した公共交通の取組を推進します。 

なお、「仮称）なんじょう交通まちづくりパートナーシップ」は、本計画の「マネジメント・モニタリン

グチーム」の役割を担います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-2.計画の推進体制イメージ 

 

  

南城市地域公共交通会議 

仮）なんじょう交通まちづくりパートナーシップ 

報告 
評価 

市民 

大学・学校 

交通事業者 

民間企業 

行政 

ネットワーク 

WG※ 

イベント 

WG 

観光おもてなし 

WG 

拠点にぎわい 

WG 

●● 

WG 

【構成員】 

学校MM 

WG 
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1-2 PDCAサイクルによる進捗管理 

５年の計画期間全体を対象とした「大きなＰＤＣＡサイクル」と、毎年のモニタリングを中心とした

「小さなＰＤＣＡサイクル」を組み合わせることで、計画の達成に向けた継続的な改善を推進します。 

表 6-１.ＰＤＣＡサイクルによる継続的な改善 

 対象期間 概 要 

大きな 

ＰＤＣＡサイクル 

計画期間 

（５年） 

○対象期間全体を通した事業の実施状況や数値目標の達成 

状況、事業の実施による効果、残された課題等を整理・分析 

し、次期計画に反映 

小さな 

ＰＤＣＡサイクル 
毎 年 

○事業の実施状況等を整理するとともに、利用状況等を継続

的にモニタリングし、事業内容の修正やスケジュールの見直

し等を実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-3.ＰＤＣＡサイクルのイメージ 
 

表 6-２.各ＰＤＣＡサイクルの概要 

項目 大きなＰＤＣＡ 小さなＰＤＣＡ 

Ｐ（計画） ・地域公共交通計画の策定 ・各路線の改善計画の策定 

・利用促進策等の実施計画の策定 

Ｄ（実行） ・計画に掲げる各種施策の実行 ・地域公共交通の運行 

・利用促進策等の展開 

Ｃ（評価） ・各種施策の実行による、市民の移動

への効果等の評価 

・利用状況の評価 

・施策実施効果の評価 

Ａ（改善） ・地域公共交通計画の見直しの検討 ・運行の見直し 

・利用促進策の見直し 

  

【大きなＰＤＣＡサイクル】 

計画期間（５年） 

【小さなＰＤＣＡサイクル】 

毎年 
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1-3 目標値の設定と評価 

施策の進捗管理とともに、計画を評価するため、目標値を設定します。 

 

視点 基本方針 評価指標 
現況値 

（R6） 

目標値 

（R12） 

目標設定の 

考え方 

観点① 

公共交通軸

と拠点の充

実・保証 

基本方針① 

 拠点の機能強

化とともに、拠

点間の連絡を

強化する 

中心拠点の運行

本数 

 

・路線バス 

 

 

 

・Nバス 

 

 

 

94本 

 

 

 

69本 

 

 

 

 

小中高生の登下

校時の移動手段

の確保、高齢者

の買い物や通院

等の移動手段の

確保を図りなが

ら、現状維持を基

本に設定 

公共交通の利用

率 

5.2%  施策実施により

現状より増加 

観点② 

交通空白に

おける移動

の確保 

基本方針② 

 移動制約者が

安心して移動

できる環境を

整える 

公共交通の利用

者数 

・おでかけなん

じぃ 

 

 

・Nバス 

 

 

 

 

48人/日 

 

 

 

628人/日 

 

 

 

 

 

今年度の利用上

級を踏まえ、現状

以上を目標に設

定 

 

 

 

高齢者の外出頻

度 

17.2 

回/月 

 現状より増加を

基本に検討 

観点③ 

持続可能

性・実現可

能性の確保 

基本方針③ 

 将来を見据え

ながら、地域

とともに利

活用を通じ

て公共交通

を支えてい

く 

公共交通への財

政負担額 

  現状維持を基本

に検討 

路線バス・Nバ

スのルートに対

する満足度 

 

3.0点

/3.1点 

 

 

 

現状より向上 

※目標値については、マネジメント・モニタリングチームへの移行の母体と想定している交通事業者との

座談会を 2月に開催する予定であり、同座談会での検討結果を踏まえ、設定します。 
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目標値の評価年度と評価方法は、以下の通りです。 

 

表 6-３.目標値の評価年度と評価方法 

目標値 
評価年 

把握方法 
Ｒ8 Ｒ9 Ｒ10 R11 Ｒ12 

中心拠点の運行本数 ● ● ● ● ● 実績値 

公共交通の利用率   ●  ● 市民アンケート 

公共交通の利用者数 ● ● ● ● ● 実績値 

高齢者の外出頻度   ●  ● 市民アンケート 

公共交通への財政負担 ● ● ● ● ● 実績値 

路線バス・Nバスのルートに対する

満足度 
    ● 市民アンケート 

 

 

 

 

 


